
琉球大学随意契約結果の公表に関する取扱要領

平成１８年７月１日

制 定

（趣旨）

第１条 特定調達における随意契約については、国の物品等又は特定役務の調達手続きの

特例を定める政令（昭和５５年政令第３００号）第１４条により公示することとされて

いるところであるが、琉球大学（以下「本学」という ）が政府出資法人であり、その。

業務の公共性並びに運営の透明性を確保する観点から、特定調達契約に該当しない随意

契約についても、下記により公表を行うものとする。

（公表を対象とする随意契約）

第２条 会計実施規程第３８条第１項各号の規定により締結された随意契約のうち支出契

約であって、予定価格が５００万円以上のもの（特定調達契約に該当するもの及び本学

の行為を秘密にする必要があるものを除く。以下「公表対象随意契約」という ）。

（公表の時期及び方法）

第３条 公表対象随意契約につき、随意契約を締結した日の翌日から起算して７２日以内

に本学のホームページに掲載する方法により公表するものとする。また、公表は逐次行

う方法のほか、一定期間において締結した公表随意契約を適宜とりまとめて公表する方

法によることが出来る。この場合において、とりまとめて公表する全ての公表対象随意

契約について、随意契約を締結した日の翌日から起算して７２日以内に公表を行わなけ

ればならない。

（公表の期間）

第４条 公表は、少なくとも随意契約を締結した日の翌日から起算して一年が経過する日

まで本学のホームページに掲載するものとする。

（公表の内容）

第５条 第２条の公表対象随意契約に関し、原則として次の各号に掲げる事項を記載する

ものとする。

(1)随意契約の名称及び数量

(2)部局の名称及び所在地

(3)随意契約を締結した日

(4)随意契約の相手方の氏名及び住所

(5)随意契約に係る契約金額

(6)随意契約によることとした理由

(7)その他必要な事項

（ホームページへの掲載手続き）

第６条 各契約責任者は公表対象随意契約を締結したときは、速やかに財務企画課長あて

に別紙の様式にて掲載の手続きを行うものとする。なお、依頼書及び単価契約の場合の

契約単価一覧表は全て電子ファイルでの提出とする。

（改廃）

第７条 この要領の改廃は、担当理事が行う。

附 則

この要領は、平成１８年７月１日から施行する。



（別紙）

公表対象随意契約のホームページ掲載依頼書

財務企画課長 殿

契約責任者

○○課長 ○○ ○○

（公印省略）

随意契約の名称及び数量

部局の名称及び所在地

随意契約を締結した日

随意契約の相手方の氏名

及び住所

随意契約に係る契約金額

随意契約によることとし

た理由

その他必要な事項

※公表対象随意契約が単価契約の場合は、契約金額欄に契約単価及び支出予定額を記入

すること。契約品目が複数の場合は別途一覧表を添付して下さい。


